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～産廃は私たちの身近な問題～県民一人一人が向き合おう

廃棄物の分類

発生から最終処分まで 　「廃棄物」は、日常生活で発生する「一般廃棄物」

（一廃）と事業活動によって発生する「産業廃棄物」

（産廃）とに大別されます。家庭から出る一廃以外に

も、私たちが毎日出す下水の処理後に残る汚泥や、家

のリフォームや建物解体から出る建設廃材などは、産

廃として身近な所から生まれています。リサイクルを

進めてもゼロにするのが難しい廃棄物、私たちはこ

の問題に、いま一度向き合う必要があります。

減
量
化
・
再
資
源
化
を
徹
底

　

一
廃
（
し
尿
を
除
く
）
の
発
生
量

は
毎
年
20

万
㌧
を
超
え
、
そ
の
55

㌫

は
家
庭
か
ら
、
45

㌫
が
事
業
活
動
に

よ
り
生
じ
て
い
ま
す
。
市
町
村
お
よ

び
一
部
事
務
組
合
が
処
理
す
る
一
廃

は
、
約
15

万
㌧
が
焼
却
さ
れ
、
１
・
５

万
㌧
前
後
の
残
さ
が
最
終
処
分
場

に
埋
め
立
て
ら
れ
ま
す
。
県
の
一
廃

リ
サ
イ
ク
ル
率
は
近
年
、
30

㌫
を
超

え
、
全
国
的
に
上
位
に
位
置
し
て
い

ま
す
が
、
発
生
量
の
抑
制
や
リ
サ
イ

ク
ル
に
は
、
引
き
続
き
取
り
組
む
必
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要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
事
業
所
は
そ
の
活
動
に
伴

い
発
生
す
る
廃
棄
物
を
で
き
る
だ
け

抑
え
る
た
め
、リ
サ
イ
ク
ル
し
や
す
い

製
品
の
開
発
や
分
別
の
徹
底
な
ど
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
な

お
発
生
す
る
産
廃
は
排
出
事
業
者

自
ら
、
ま
た
は
「
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」（
廃
棄
物

処
理
法
）に
基
づ
く
許
可
を
取
得
し

た
収
集
運
搬
、
処
分
業
者
な
ど
に
委

託
し
た
上
で
適
正
に
処
理
し
ま
す
。

　

県
内
で
は
毎
年
、
年
間
１
２
０
万

㌧
を
超
え
る
産
廃
が
発
生
し
て
い

ま
す
。
こ
の
う
ち
、
農
業
や
林
業
な

ど
第
１
次
産
業
か
ら
の
発
生
量
は

60

万
㌧
超
。
動
物
の
ふ
ん
尿
が
ほ

ぼ
全
量
を
占
め
、
そ
の
他
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
や
金
属
く
ず
な
ど
が
あ
り
、

約
99

㌫
が
再
使
用
・
再
生
利
用
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
第
1
次
産
業
を
除
く
産
廃

の
発
生
量
は
、
年
間
60

万
㌧
弱
で
推

移
。
こ
の
う
ち
、
他
者
に
買
い
取
っ
て

も
ら
え
る
価
値
の
あ
る
物
を
ま
ず

売
却
。
こ
れ
を
除
い
た
も
の
は
、
脱

水
、
焼
却
、
破
砕
な
ど
に
よ
り
減
量
、

無
害
化
す
る
「
中
間
処
理
」
が
行
わ

れ
ま
す
。
こ
う
し
て
、
が
れ
き
や
ガ
ラ

ス
く
ず
な
ど
の
建
設
廃
材
は
再
び

建
設
資
材
に
、
木
く
ず
は
製
紙
原
料

や
燃
料
チ
ッ
プ
に
と
、
そ
れ
ぞ
れ
形

を
変
え
て
再
利
用
さ
れ
ま
す
。

最
終
処
分
先
、
皆
で
考
え
る

　

県
の
産
廃
リ
サ
イ
ク
ル
率
は
全

国
平
均
53

㌫
を
20

ポ
イ
ン
ト
上
回

る
75

㌫
前
後
を
維
持
す
る
も
の
の

（
右
グ
ラ
フ
参
照
）
、
現
在
の
技
術

で
は
全
量
の
再
資
源
化
は
困
難
。

最
後
ま
で
残
っ
た
産
廃
は
「
最
終

処
分
場
」
で
埋
め
立
て
ら
れ
ま
す
。

　

最
終
処
分
場
は
「
遮
断
型
」「
安

定
型
」「
管
理
型
」
の
３
つ
に
分
類

（
左
表
参
照
）
さ
れ
ま
す
。
県
内
で

は
安
定
型
の
施
設
で
、
雨
水
に
さ

ら
さ
れ
て
も
ほ
と
ん
ど
変
化
し
な

い
が
れ
き
類
、
ガ
ラ
ス
く
ず
な
ど
を

処
分
し
て
い
ま
す
。
経
年
に
よ
り
腐

敗
や
変
質
す
る
産
廃
は
、
汚
水
が

外
に
漏
れ
出
な
い
構
造
で
、
発
生
し

た
汚
水
を
浄
化
す
る
管
理
型
で
処

分
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
県

内
に
は
受
け
入
れ
で
き
る
施
設
が
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シリーズ 産廃処分場について考える 1

　2017(平成29)年度に発生した県内の産業廃棄物（第
１次産業除く）約55万８千トンは、脱水・粉砕などの中
間処理により排出量の19％を減らし76％を再生利用、
４％の２万５千トンが最終処分場で処分されました。

事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃
棄物以外のもの

一般家庭の日常生活に伴って生じた可燃・
不燃ごみ、粗大ごみ　など

廃家電製品に含まれるＰＣＢ使用部品　ほか

事業系一般廃棄物

一般廃棄物

家庭廃棄物

特別管理一般廃棄物

　有害な燃え殻、ばいじん、汚泥などを埋め
立てる。廃棄物中の有害物質が雨水により流
れ出さないよう、屋根や雨水排除設備などが
設置されている。県内にはない。

遮断型処分場

　埋め立て後に雨水にさらされてもほとんど
変化しない廃プラスチック類、ガラスくず、が
れき類などを埋め立てる。県内では７施設が
稼働中。

安定型処分場

　埋め立て後に汚水やガスが発生する木く
ず、繊維くず、燃え殻、汚泥などを埋め立て
る。施設は汚水が外に漏れ出ない構造で、発
生する汚水やガスは処理してから放出する。
受け入れ可能な施設は県内にはない。

管理型処分場

最終処分場の３分類

産廃の発生量、最終処分量、リサイクル率の推移
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2015
(H27)
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がれき類 233

汚泥 111

廃プラスチック類 31

木くず 57

ばいじん 29

ガラスくず等 25
その他

72

発生量
558

千トン/年

木くず 57

　最終処分される２万５千トンのうち、がれき類や金属くずなど

の１万４千トンは県内の安定型最終処分場で、汚泥や燃え殻など

１万１千トンは県外の管理型最終処分場で処分されています。

燃え殻 ４

その他
３

最終処分量
25

千トン/年

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄
物処理法に定められた20種類の廃棄物。燃え
殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属くず、
ガラスくず、木くず、がれき類、ばいじん、動物
のふん尿、動物の死体　など

爆発性、毒性、感染性
などのある産業廃棄物

産業廃棄物

特別管理産業廃棄物 病院で使われた
注射器・針も含
まれる

下水処理後の汚泥、家の建
て替えで出る建設廃材など
も含まれる

産業廃棄物発生量 558千トン（100％）

有償物
１万１千トン（ 2％）

中間処理なし
１万１千トン（ 2％）

中間処理（脱水、乾燥、粉砕、焼成など）

産業廃棄物排出量 547千トン（98％）

中間処理量 536千トン（96％）

最終処分 25千トン（４％）

減量化 107千トン（19％）

処理後の残さ量 429千トン（77％）

資源化（再生利用）量 426千トン（76％）

※図中の数値は端数処理の都合上、一部合わない部分あり。       

な
い
た
め
、
汚
泥
や
燃
え
殻
な
ど
１

万
㌧
以
上
が
毎
年
県
外
へ
。
36

道

県
が
県
外
か
ら
の
産
廃
受
け
入
れ

を
規
制
す
る
中
、
新
た
な
処
分
先

が
確
保
で
き
な
け
れ
ば
、
県
内
の

事
業
活
動
が
立
ち
行
か
な
く
な
り

ま
す
。
私
た
ち
の
住
む
家
も
、
大
切

に
使
っ
て
い
る
自
家
用
車
も
、い
ず

れ
は
産
廃
に
な
り
ま
す
。
環
境
を

損
な
わ
ず
に
こ
れ
ら
を
自
然
界
に

戻
す
に
は
ど
う
す
べ
き
か
、
共
に
考

え
ま
し
ょ
う
。

参考：公益財団法人日本産業廃棄物処理センターウェブサイト「学ぼう！
　　　産廃」

※暮らしに関わる大切な問題の一つとして、シリーズ「産廃処分場について考える」を、今回を含め３回にわたり当コーナーに掲載予定です。

最終処分量
25

千トン/年

がれき類 ７

ガラスくず等 ４

廃プラスチック類 ３
燃え殻 ４

その他産廃 ３

汚泥 １

その他 3


